
開　会

閉　会

様式第６号（第１７条関係）

(４－１)

会議録署名の指定
　八木原　みき　委員

□  要綱第３条第３号該当：

□  要綱第３条第４号該当：

配 布 資 料
１．資料１　第６期春日部市障害福祉計画の達成状況について

会議録の作成方法

□　録音テープ等を使用した全文記録

■　録音テープ等を使用した要点記録

□　要点記録

（出席人数：１６人)　会長 河村 ちひろ、副会長 大宮 行雄

　篠江 正則、田村 彰之助、羽鳥 一子、日高 一馬、松村　真理子

出

席

者

　遠藤　賢、大熊 始、川上　紀子、佐藤 正幸、八木原　みき、

説 明 者
そ の 他

　障がい者支援課長　　　内藤　道夫

　障がい者支援担当主査　三浦 早紀

委員氏名

会　議　録

会議の名称 　第１回春日部市障害者計画等審議会

開 催 日 時 令和５年３月２９日(水)
午後１時３０分

午後２時３０分

開 催 場 所 　春日部市役所　全員協議会室

議長(会長等)氏名 　河村　ちひろ

一部公開・非公開
の場合はその理由

　村田 玲子、矢口 幸一、海野 洋子、吉田 久美子

事 務 局

（出席人数：５人） 福祉次長　折原 武志 

　障がい者支援担当主幹　神田 裕幸、田中 真殊　

次第及び公開・一部
公開・非公開の区分

（１）第６期春日部市障害福祉計画達成状況について（報告）（公開）
（２）その他（公開）

□  要綱第３条第１号該当：

□  要綱第３条第２号該当：



が、具体的に見えてくるのではないか。

委員

【委員に質問等を求める】

　視覚障がい者が、同行援護と移動支援の利用ができるのか再度確認したい。

発　言　者 発言内容　・　決定事項

事務局 【開会】

(４－２)

【会議成立の報告：委員１８人中１６人出席】

【会議公開の宣言】

【資料１に基づき説明する】

委　員

【議事録署名人の選任：川上　紀子 委員】

議　長

議　長

会　長

議　長

【会長あいさつ】

事務局

事務局

委　員

事務局

事務局

会長が議長となる。　　　

【議長選任】

【事務局に説明を求める】

【傍聴人：０人】

【傍聴人の有無について確認】

　春日部市障害者計画等審議会条例第５条第２項の規定に基づき、河村

あります。

　同行援護につきまして、埼玉県や都道府県で指定を受けた事業所で

　資料の中で、数や未実施のものは分かりやすいが、実際の利用者たちの

　移動支援につきましては、視覚障害という枠はございませんので、

外出困難な方、車椅子利用者や知的障害精神障害のある方等が利用する

【委員に質問等を求める】

サービスとなっています。

また、利用者の情報は状況分析、把握するためには必要なことだと

　また、資料8ページにある相談支援事業につきまして、3年間での

になりまして、令和5年度が最終期間となりますので、第7期障害福祉計画

感じております。相談支援事業につきましては、障害福祉計画が3年計画

　ありがとうございました。

区分や障害の程度などを見たい。利用者の詳細情報があれば必要なサービス

考えていく必要があるのではないかと思い発言しました。

　障害福祉計画では、具体的な数値目標と達成状況を掲載します。

のままとなっている。相談件数も内容的なこともこのままでよいのか

の策定にあたり、見直し・検討を図りながら進めてまいります。

【議事（１）第６期春日部市障害福祉計画の達成状況について（報告）】

視覚障がいがある方を対象とした病院の付き添い等のサービス提供が

相談件数の見込みが増えているにもかかわらず、相談支援事業所が3か所



【閉会】事務局

　現在、春日部市での手話通訳者の登録者は5名です。絶対的に不足してい

　　令和５年４月３日

　議事の顛末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。

春日部市障害者計画等審議会委員

八木原　みき

署名者の職・氏名署名者の職・氏名

議　長 【委員に質問等を求める】

相手に内容が通じるようにサポートする仕事となっており、高度なスキル

についてわかる範囲で教えてほしい。

　来年度、手話講習会が始まる予定ですが時間や実施回数が足りていない

事務局 　貴重なご意見として承りました。ありがとうございます。

のではないか。通訳者も高齢になり、若い担い手が必要となっています。

市での直営は難しい状況となっています。専門的な知識を有するような

委員 　地域生活拠点について、自立支援協議会の部会で協議いただいていると

検討している所です。関係機関や地域資源を探している所ではありますが

　基幹相談支援センターでございますが、様々な角度から取り組み

コーディネーターを配置し、事業所への委託という方法を検討しています。

と調整を図っているところです。

　現在の委員の任期は令和５年６月３０日までとなっております。また、

検討がはじまっております。そういった地域の資源開発等を社会福祉協議会

民間等の関係機関と連携を図り、困っている方の支援ができるよう

る状況が続いています。手話通訳者は、日本語を手話言語に変えて、

が必要な仕事となっています。

(４－４)

委員

議　長 【委員に質問等を求める】

議　長 【他に意見及び質問は無く全ての議事が終了】

事務局

ただ、それらを受け入れられるような事業所がなかなか無いというのが現状

公募の委員につきましては広報かすかべ５月号に等に掲載します。

　会議終了

となっています。春日部市におきましても、重層的支援体制整備事業の中で

事務局

感じています。春日部市の計画の中で基幹相談支援センターの取り組み等

(４－３)

発　言　者 発言内容　・　決定事項


